
2025年６月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）開催日時

開催場所

決議事項

和歌山市坂田85番地
当社本社１階ホール

第64回
定時株主総会
招 集 ご 通 知

第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案 �
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）５名選任の件

証券コード：6222

株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意し
ておりません。何卒ご理解くださいますよう�
お願い申しあげます。

2025年6月25日（水曜日）午後5時45分まで
（書面は2025年6月25日（水曜日）午後5時45分到着）

本総会にご出席されない場合は、上記期日までに
インターネット等または書面により事前に議決権を
行使ください。

インターネット等または書面による
議決権行使期限

書面交付請求をされていない株主様
には、招集ご通知（要約版）をお送
りしています。
株主総会資料全文は、本招集ご通知
でご案内のウェブサイト上でご確認
ください。

電子提供制度のご案内

ウェブへアクセス
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証券コード 6222
2025 年６月 5日

株 主 各 位
和 歌 山 市 坂 田 ８５ 番 地
株式会社 島精機製作所
代表取締役社長 島 三 博

第64回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブ

サイトに電子提供措置事項を掲載しております。

《当社ウェブサイト》
https://www.shimaseiki.co.jp/irj/meeting/

《東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）》
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）または コードを入力・検索し、基本情
報、縦覧書類／PR情報を順に選択のうえ、株主総会招集通知／株主総会資料欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月25日（水
曜日）午後５時45分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時 （受付開始：午前９時）
２．場 所 和歌山市坂田85番地 当社本社１階ホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．目的事項

報告事項 １．第64期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第64期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

4．招集にあたっての決定事項
●電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。な
お、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①事業報告の「主要な営業所および工場」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監
査人に関する事項」、「会社の体制および方針」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

●インターネットによる方法と書面（郵送）による方法の双方で議決権を行使された場合
は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネッ
トによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせ
ていただきます。

●ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の
意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただき
ます。

◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎当日ご出席されない株主様は、インターネットまたは議決権行使書面（郵送）による議決権の事前行使を
お願いいたします。議決権行使方法の詳細につきましては、本招集ご通知４〜５ページをご参照くださ
い。

◎本株主総会当日の報告事項の動画は、後日当社ウェブサイトでご視聴いただけますのでご活用ください。
（https://www.shimaseiki.co.jp/irj/irj.html）
◎今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてご案内させていただき
ます。（https://www.shimaseiki.co.jp/irj/irj.html）

◎株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し
あげます。



招集ご通知の提供方法が変わりました

当社からお送りしている株主総会資料

本総会より、法令に定める基準日(2025年３月31日)までに書面交付請求をされていない株主様には、従前の
招集ご通知から「事業報告｣、｢連結計算書類｣、｢計算書類」および「監査報告」を省路しております。

議決権行使書用紙 事業報告等はウェブサイトで
ご確認いただけます

開催日時・場所・
URL・参考書類等

「配当金の口座受け取り」に関するご案内
配当金を「配当金領収証」でお受け取りの株主様へ

１ 証券口座でのお受け取り

あらかじめ指定した証券会社や銀行の口座で配当金を自動的に受け取る方法をご案内申しあげます。配当金のお受け
取りは、便利な口座振込をご活用ください。

口座振込による配当金の受領方法は、下記２つの方法があります。
一度ご指定いただきますと、以後、支払開始日にご指定の口座へ自動的に振り込まれます。

各証券会社の証券口座で受け取る方法

2 銀行口座等でのお受け取り
ご指定の金融機関口座で受け取る方法
（個別銘柄ごとのご指定も可能です）

お手続きはコチラ
■当社の株式を証券口座に預けている株主様
お取引のある証券会社にお問い合わせくだ
さい。

■左記以外の株主様
三菱UFJ信託銀行㈱証券代行部にお問い合わせください。
証券代行部：0120-232-711 大阪証券代行部：0120-094-777
（通話料無料、受付時間 午前９時から午後５時、土日祝日除く）

ご注意 お支払開始日から満３年を経過した配当金は、お受け取りができません。

3



インターネットによる
行使の場合

詳
細
は
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

書面（郵送）による
行使の場合

議決権行使書

株主総会にご出席の場合

議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。６ページ以降の株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いた
だきますようお願い申しあげます。

パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権
行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同
封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および
「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否
をご入力ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）午後5時45分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、
ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表
示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。
※郵便事情を考慮いただき、確実な到着を期するため、お早めにご投函
くださいますようお願い申しあげます。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）午後5時45分到着

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2025年6月26日（木曜日）午前10時
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ログインID・仮パスワードを入力する方法

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセス
していただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します｡）

※機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式
会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」
から電磁的方法による議決権行使を行っていただくこと
も可能です。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するイン
ターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となりま
すので、ご了承ください。

［アクセス手順］
①お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権
行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QR
コード」を読み取っていただき、ログイン。
②ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

議決権行使期限 2025年6月25日（水曜日） 午後5時45分まで

［ アクセス手順 ］
①ウェブサイトへアクセス

②「ログインID」と
「仮パスワード」を入力

③以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

パソコン、スマートフォンの場合

QRコードを読み取りいただくことで
「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要に

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.

ログイン用
QRコード

議決権行使書副票（右側）

三菱UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

システム等に関するお問い合わせ

（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）
0120－173－027

3.

QRコードを読み取る方法

入力して「ログイン」をクリック「次の画面へ」をクリック

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けてお
り、事業の持続的な発展を通じて、安定した配当を長期にわたって継続することを基本方
針としております。
そのうえで、長期的視点に立った成長投資および今後の事業展開に備えた内部留保にも

バランス良く配分を行う方針であります。
このような方針のもと、当期の剰余金の処分および期末配当につきましては、下記のと

おりといたしたいと存じます。

１．剰余金の処分に関する事項
第64期は誠に遺憾ながら、当期純損失を計上することになり、繰越利益剰余金がマ

イナスとなりましたので、その欠損填補および株主の皆様への安定的な配当を実施する
ため別途積立金取崩しのご承認をお願いするものであります。

（1）減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 8,222,883,225円

（2）増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 8,222,883,225円

２．期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援に報いるため、次のとおりとい

たしたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金５円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は172,591,330円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月27日といたしたいと存じます。

なお、中間配当につきましては、１株につき５円をお支払いいたしておりますので、中
間配当と期末配当を合わせた年間配当金は１株につき10円となります。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

全員（５名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会で協議がなされた結果、すべての取締役候補

者について適任であると判断され、株主総会で陳述すべき特段の事項はない旨の意見表明を
受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における

地 位 性 別 属 性 取締役会
出席回数

１ 再 任
しま みつひろ

島 三博 代表取締役社長 男 性 12／12 回

２ 再 任
おおたに あきひろ

大谷 明広 取締役 男 性 12／12 回

３ 再 任
きたがわ しょうさく

北川 尚作 取締役 男 性 12／12 回

４ 再 任
いちりゅう よ し お

一柳 良雄 取締役 男 性 社 外 独 立 12／12 回

５ 再 任
ざ ん ま り え こ

残間 里江子 取締役 女 性 社 外 独 立 12／12 回
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候補者
番 号 １ しま みつひろ

島 三博 （1961年６月23日生） 再 任

■ 所有する当社の株式の数
1,061,600 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1987年３月 当社入社
1998年３月 当社システム開発部長
2002年６月 当社取締役システム開発部長
2007年６月 当社常務取締役制御システム開発部、知的財産部、トータルデ

ザインセンター担当兼グラフィックシステム開発部長
2011年６月 当社専務取締役生産技術部、トータルデザインセンター担当兼

生産本部長
2012年６月 当社取締役副社長経営企画部、トータルデザインセンター担当

兼営業本部副本部長
2017年６月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼経営企画部担当
2018年６月 当社代表取締役社長執行役員兼経営企画部担当
2020年６月 当社代表取締役社長執行役員営業本部長兼トータルデザインセ

ンター、経営企画部担当
2021年６月 当社代表取締役社長執行役員営業本部長兼トータルデザインセ

ンター担当
2022年６月 当社代表取締役社長執行役員営業本部長兼内部監査室、サステ

ナビリティ推進室担当
2023年 6 月 当社代表取締役社長執行役員営業本部長兼島精機（香港）有限

公司CEO、内部監査室、サステナビリティ推進室担当
2024年 6 月 当社代表取締役社長執行役員営業本部長兼内部監査室、サステ

ナビリティ推進室担当（現任）

取締役候補者とした理由
島三博氏は、研究開発分野や生産分野、営業分野における責任者としての幅広い職務経験に加え、取締役として経営に関する豊

富な経験や知見を有しております。また、2017年からは代表取締役社長を務め、長期ビジョンや中期経営計画の策定を主導する
など当社グループを統括して、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督を行っております。
これらを経て得られた経験と見識に基づき、取締役として当社の持続的成長と企業価値の向上に必要であることから、取締役候

補者といたしました。
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候補者
番 号 ２ おおたに あきひろ

大谷 明広 （1963年11月20日生） 再 任

■ 所有する当社の株式の数
1,500 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年８月 当社入社
2018年３月 当社生産部長
2018年６月 当社執行役員生産部長
2021年６月 当社取締役執行役員生産本部長兼開発本部担当
2024年 6 月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼開発本部、物流部担当
2024年 7 月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼開発本部担当（現任）

取締役候補者とした理由
大谷明広氏は、入社以来、開発部門、製造部門の業務に携わり、製品開発から製造分野における豊富な経験と知見を有しており

ます。現在は生産本部長として、生産製造部門を統括し、取締役として経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督を行ってお
り、その職務・職責を適切に果たしております。
これらを経て得られた経験と知見に基づき、取締役として当社の持続的成長と企業価値の向上に必要であることから、取締役候

補者といたしました。

候補者
番 号 ３ きたがわ しょうさく

北川 尚作 （1967年６月23日生） 再 任

■ 所有する当社の株式の数
1,300 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1991年３月 当社入社
2016年３月 当社経営企画部長
2018年６月 当社執行役員経営企画部長
2021年６月 当社取締役執行役員経営企画部長兼総務人事部、情報システム

部担当
2024年 6 月 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼総務人事部、情報シス

テム部、経理財務部、管理部担当
2025年 4 月 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼総務人事部、情報シス

テム部、経理財務部担当（現任）

取締役候補者とした理由
北川尚作氏は、経営企画部門の責任者を務め、中期経営計画の策定等にも主導的に関わっております。財務的な観点に加え、

2021年からは総務人事部や情報システム部等も担当し、経営管理部門全般における豊富な経験と知見を有しております。また、
コーポレートガバナンスの強化や、コンプライアンス、リスク管理など内部統制分野も管掌し、取締役としての職務・職責を適切
に果たしております。
これらを経て得られた経験と見識に基づき、取締役として当社の持続的成長と企業価値の向上に必要であることから、取締役候

補者といたしました。
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候補者
番 号 ４ いちりゅう よ し お

一柳 良雄 （1946年１月３日生） 再 任 社 外 独 立

■ 所有する当社の株式の数
13,800 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1968年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省
1993年６月 同省近畿通産局長
1995年６月 同省機械情報産業局次長
1996年８月 同省大臣官房総務審議官
1998年６月 同省退官
2000年７月 株式会社一柳アソシエイツ設立

代表取締役&CEO（現任）
2014年６月 当社取締役（現任）
2023年 1 月 一般社団法人日本の未来構築研究機構設立

代表理事（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社一柳アソシエイツ 代表取締役&CEO
一般社団法人日本の未来構築研究機構 代表理事
株式会社サーラコーポレーション 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
一柳良雄氏は、経済・産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有

しており、経営陣から独立した客観的な視点により、社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただい
ております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、当社経営の健全性および透明性の確保に貢献い
ただいております。
これらのことから、引き続き幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を期待し、社外取締役候補者といたしまし

た。
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候補者
番 号 ５ ざ ん ま り え こ

残間 里江子 （1950年３月21日生） 再 任 社 外 独 立

■ 所有する当社の株式の数
1,400 株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1970年４月 静岡放送株式会社入社
1973年６月 株式会社光文社入社
1980年６月 株式会社キャンディッド（2021年５月 株式会社キャンディ

ッドプロデュースと合併）設立 代表取締役社長
2005年７月 株式会社クリエイティブ・シニア（現 株式会社キャンディッ

ドプロデュース）設立 代表取締役社長（現任）
2009年１月 大人のネットワークclub willbe創設 代表（現任）
2016年６月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社キャンディッドプロデュース 代表取締役社長
株式会社オープンアップグループ 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
残間里江子氏は、プロデューサーとしてイベントの企画やPR・広報戦略における豊富な経験を有するとともに、企業経営者とし

て経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しております。また、経営陣から独立した客観的な視点により、社外取締役として業務
執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただいております。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員と
して、当社経営の健全性および透明性の確保に貢献いただいております。
これらのことから、引き続き幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を期待し、社外取締役候補者といたしまし

た。

（注）１．取締役候補者島三博氏は、当社の大株主である和島興産株式会社の全株式を所有しており、当社は
同社との間に不動産の賃借等の取引関係があります。
その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．所有株式数には、シマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
３．当社と一柳良雄、残間里江子の両氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額
であります。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定
であります。

４．当社は、すべての取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または
当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、
各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約に
ついて同内容での更新を予定しております。

５．社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
（1）一柳良雄、残間里江子の両氏は、社外取締役の候補者であります。
（2）一柳良雄氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって11年であります。
（3）残間里江子氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって９年であります。
６．当社は、一柳良雄、残間里江子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届

け出ております。
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【ご参考】取締役の選任方針と手続
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者については、取締役がその役割・責務を実

効的に果たすための知識・経験・能力・専門性等を全体としてバランスよく備え、取締役会の
多様性と適正規模を両立させる形で構成されるようにしております。
取締役のうち、独立社外取締役候補者については、社外取締役の独立性に関する基準を満た

し、その中には経営経験を有する者を含むものとしております。
取締役候補者、代表取締役および役付取締役の指名については、その透明性と客観性を高め

るため、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において審議を行い、その答申を受けて、
取締役会の決議により決定いたします。

【ご参考】取締役候補者のスキル・マトリックス
取締役候補者に期待する知見および専門性は、次のとおりであります。
●：各人に特に期待する知見、専門性（最大５つまで）

氏 名 地 位
（現時点）

経営戦略
グローバルマーケティング

技術/研究開発
IT/DX

新規事業開拓
人材マネジメント 財務・会計 法務・内部統制

リスクマネジメント サステナビリティ

島 三博 代表取締役
社長執行役員 ● ● ● ● ●

大谷 明広 取締役
常務執行役員 ● ● ● ● ●

北川 尚作 取締役
常務執行役員 ● ● ● ● ●

一柳 良雄 社外取締役 ● ● ● ●

残間 里江子 社外取締役 ● ● ● ●

※上記一覧表は、各人の有するすべてのスキルを表すものではありません。
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【ご参考】社外取締役の独立性に関する基準
当社の社外取締役が、当社からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの

要件をも満たすものとする。
１．現在および過去10年間において、当社および当社の関係会社（以下「当社グルー

プ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
２．現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 当社グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有してい

る者）またはその業務執行者
(4) 当社グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保

有）となっている者の業務執行者
(5) 当社グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコン

サルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得
ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

(6) 当社グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者または
その業務執行者

(7) 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合にお
ける当該他の会社の業務執行者

(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、
二親等内の親族

(9) 当社グループの取締役（社外取締役を除く。）および部門責任者等の重要な業務
を執行する者の配偶者、二親等内の親族

３．その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事
情を有していないこと。

（注１）業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、
その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。

（注２）当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループとの取引額が年間100百万円またはそ
の連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。

（注３）当社グループの主要な取引先とは、当社グループとの取引額が年間100百万円または当社グルー
プの連結売上高の２％のいずれかを超える者、当社グループの連結総資産額の２％を超える額を
当社グループに融資している者をいう。

（注４）多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はそ
の年間売上高の２％を超えることをいう。

以 上
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事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

１ 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度における経済の動向は、わが国においては堅調な企業業績により雇用・所
得環境も改善傾向が続き景気は緩やかな回復基調となりました。一方、ウクライナや中東の
緊張状態の長期化や米国の関税政策への警戒感から、世界経済は依然として先行き不透明な
状況が継続しました。
このような経済情勢の中、当社グループは中期経営計画「Ever Onward 2026」に基づ

き、顧客の「サステナブルなモノづくり」を支援する各種製品・サービス・ソリューション
の提案活動を世界各地で展開しました。2025年１月にはイタリアのフィレンツェで開催さ
れた、糸・ニット素材が中心の歴史ある国際展示会であるPitti Immagine Filati展に出展
し、欧州だけにとどまらず、世界的なグローバルアパレルブランドやニットメーカーの関係
者が来場する中で、ホールガーメント®横編機「SWG−XR®」の最新機種のデモ編成を実施、
加えてソリューションビジネスである「APEXFiz®」、「SHIMA Datamall™」、「yarnbank®」
のブースも設置し、包括的な提案を行いました。しかしながら、中国や欧州など世界的な景
気減速にともない、顧客の設備投資が低調となり主力の横編機事業の売上が減少しました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高については325億20百万円（前期比9.4％減）と

なりました。利益面におきましては、売上高の減少や棚卸資産の評価損および貸倒引当金を
計上したことにより、営業損失119億14百万円（前期は営業利益４億30百万円）、経常損失
114億81百万円（前期は経常利益10億18百万円）、また減損損失を計上したことで、親会
社株主に帰属する当期純損失は142億75百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益
10億30百万円）となりました。
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事業別の業績概況は、次のとおりであります。

横編機事業

事業区分別売上高構成比

当社のコア・ビジネスである横編機事業は、アジア地域では、主要マーケットである中国市
場において景気回復の遅れから内需向けの設備投資は低調であり、香港大手顧客による東南ア
ジアの生産拠点に向けた生産効率の高い「N.SVR®」など主力機種の販売が中心となりました
が、横編機全体の売上高は減少しました。先進国向けニット製品の生産拠点であるバングラデ
シュは、前期に比べ売上高は増加しましたが、７月中旬以降の大規模な反政府デモから生産工
場の操業停止によりサプライチェーンが停滞し、顧客の設備投資時期の遅れにより販売台数が
想定を下回りました。欧州のイタリア市場においては、景気減速に加え昨年の暖冬の影響から
有名アパレルブランドなど市場全体の設備投資意欲が減退しホールガーメント®横編機、成型
編機ともに販売台数が減少しました。また中東のトルコ市場においても、国内アパレルブラン
ドの需要減少やＥＵ市場の景気減速によりファストファッションアパレルからの受注が低調と
なり、コンピュータ横編機は前期に比べ売上高が減少しました。国内市場においては、総じて
コンピュータ横編機の販売台数は前期に比べて減少しました。これらの結果、横編機事業全体
の売上高は232億29百万円（前期比10.3％減）となりました。
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デザインシステム関連事業

デザインシステム関連事業においては、欧米、国内の大手アパレルブランドを中心にSDS®ー
ONE APEXソフトウェアのサブスクリプションサービスである「APEXFiz®」のライセンス契
約数が新規・更新ともに伸長しましたが、自動裁断機「P-CAM®」については販売台数が減少
し、売上高は28億17百万円（前期比18.7％減）となりました。

手袋靴下編機事業

手袋靴下編機事業は、海外大手ユーザーの設備投資が伸長し、売上高は７億56百万円（前
期比69.2％増）となりました。



17.017.6％
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その他事業

その他事業については、メンテナンス部品や
紡毛糸の販売などで、売上高は57億16百万円
（前期比6.5％減）となりました。

事業別売上高
事 業 区 分 金 額 構 成 比

横 編 機 23,229 百万円 71.4 ％

デ ザ イ ン シ ス テ ム 関 連 2,817 8.7
手 袋 靴 下 編 機 756 2.3
そ の 他 5,716 17.6

合 計 32,520 100.0

う ち 海 外 売 上 高 27,020 百万円 83.1 ％
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（2）設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

（3）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
今後の世界経済見通しにつきましては、米国の関税政策やウクライナや中東の地政学リス

クにともない、依然として先行きは不透明な状況が継続すると思われます。
当社の主要販売先となるアパレル・ファッション業界においては、エシカル消費やトレー

サビリティの要求など消費行動の変化や、ECサイトなどデジタル化の急速な進展、SDGsな
どサステナビリティに関する企業の社会的責任の増大など、変化する事業環境への対応がま
すます求められています。こうした環境のもと、これまでのようなリードタイムの長い大量
生産・大量消費を前提としたビジネスモデルから脱却し、市場ニーズに即した消費者満足度
の高い商品を、必要なときに必要な量だけ生産し、短納期で消費者に届ける「あるべきビジ
ネスモデル」の構築が急務となっています。事業環境においては、世界人口増加やGDP成
長にともない安定的にマーケットは拡大傾向にあり、モノづくり環境の変化に基づくマーケ
ットの移動は加速しています。一方、多発する紛争や複雑化する世界経済による投資意欲の
減退、中国メーカーなど競合他社とのシェア争いが激化することも想定されます。
当社グループは、このようなアパレル・ファッション業界の課題や事業環境の変化に対し

て積極的に取り組むことで社会貢献や事業発展の機会とし、10年後のあるべき姿を実現す
るため企業理念を再定義するとともに、2024年度から始まった３ヵ年の中期経営計画
「Ever Onward 2026」において、2027年３月期の経営目標として、連結売上高550億
円、営業利益70億円、親会社株主に帰属する当期純利益55億円、ROE6.0％以上とするこ
とを定めております。この目標の実現に向けた取り組みとし「経営基盤の再構築」、「ソリュ
ーションビジネスの確立」、「横編機事業の再生」、「自動裁断機事業の拡大」の４つの重点施
策を実行してまいります。
またマーケット拡大に向けた多用途高付加価値機の開発と同時に、より一層コストダウン

を進めたベーシックな成型機をアジアを中心とした市場に展開し売上拡販につなげるなど、
業績改善に向けた取り組みとあわせて研究開発、人的資本などの投資をこれまで以上に積極
的に推進し、さらにグループ内においては、引き続き徹底したコストダウンや経費削減に注
力し企業価値の向上に努めてまいります。
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（5）財産および損益の状況の推移
期 別

区 分

第61期 第62期 第63期 第64期
（2022年３月期） （2023年３月期） （2024年３月期） （当連結会計年度）

（2025年３月期）

売 上 高 30,998百万円 37,886百万円 35,910百万円 32,520百万円
営 業 利 益 △4,268百万円 △2,184百万円 430百万円 △11,914百万円
経 常 利 益 △3,400百万円 △1,700百万円 1,018百万円 △11,481百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 △3,589百万円 △5,644百万円 1,030百万円 △14,275百万円
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △104.00円 △163.54円 29.85円 △413.58円
総 資 産 101,809百万円 101,040百万円 107,804百万円 99,405百万円
純 資 産 88,795百万円 86,107百万円 91,926百万円 77,740百万円
（注） △は損失を示しております。
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（6）重要な親会社および子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

株式会社 シ マ フ ァ イ ン プ レ ス 60百万円 100％ 当社製品の部品製造

株式会社 海 南 精 密 10百万円 100％ 当社製品の部品製造

東 洋 紡 糸 工 業 株 式 会 社 100百万円 100％ 繊維原料の製造、販売、輸出入
横編みニット製品の販売

ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ ＥＵＲＯＰＥ ＬＴＤ． 1,000千英ポンド 100％ 当社製品の販売

ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ Ｕ．Ｓ．Ａ． ＩＮＣ． 15,600千米ドル 100％ 当社製品の販売
島 精 機 （香 港） 有 限 公 司
（ SHIMA SEIKI（HONG KONG）LTD. ） 1,508百万香港ドル 100％ 当社製品の販売

ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｐ．Ａ. 2,000千ユーロ 100％ 当社製品の販売
島 精 榮 榮 （上 海） 貿 易 有 限 公 司

（ SHIMA SEIKI WINWIN SHANGHAI LTD. ） 2,100千米ドル ※100％ 当社製品の販売

ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ ＳＰＡＩＮ， Ｓ．Ａ．Ｕ. 108千ユーロ 100％ 当社製品の販売
東 莞 島 榮 榮 貿 易 有 限 公 司

（ SHIMA SEIKI WINWIN DONGGUAN LTD. ） 1,000千米ドル ※100％ 当社製品の販売

ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 4,000千バーツ ※49％ 当社製品の販売

ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ ＫＯＲＥＡ ＩＮＣ． 1,000百万韓国ウォン 100％ 当社製品の販売
（注）１．出資比率欄の※印は、子会社による出資を含む比率であります。

２．SHIMA SEIKI（THAILAND）CO., LTD. の出資比率は、100分の50以下でありますが、実質的に
支配しているため連結子会社としております。

③重要な企業結合等の状況
当社の連結子会社は、②の重要な子会社の状況に掲げた12社であります。
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（7）主要な事業内容（2025年３月31日現在）
当社グループの主要な製品は、次のとおりであります。

コンピュータ横編機
デザインシステム
自動裁断機
手袋靴下編機

（8）従業員の状況（2025年３月31日現在）
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

1,762名 27名減少

（9）主要な借入先（2025年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 2,600 百万円

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 2,600
株 式 会 社 紀 陽 銀 行 2,600
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 1,000
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２ 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 142,000,000株
（2）発行済株式の総数 35,800,000株（うち自己株式 1,281,734株）
（3）株 主 数 19,874名
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信託銀行株式会社（信託口） 3,573 千株 10.35 ％

和 島 興 産 株 式 会 社 3,001 8.69
株 式 会 社 紀 陽 銀 行 1,387 4.02
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 1,128 3.27
島 正 博 1,070 3.10
島 三 博 1,061 3.08
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 880 2.55
合 同 会 社 和 光 780 2.26
梅 田 千 景 632 1.83
龍 見 恭 子 572 1.66

（注） 持株比率は、自己株式（1,281千株）を控除して計算しております。
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３ 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（2025年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 島 三 博 社長執行役員営業本部長兼内部監査室、サステナビリテ
ィ推進室担当

取 締 役 大 谷 明 広 常務執行役員生産本部長兼開発本部担当

取 締 役 北 川 尚 作 常務執行役員経営企画部長兼総務人事部、情報システム
部、経理財務部、管理部担当

取 締 役 一 柳 良 雄
株式会社一柳アソシエイツ 代表取締役&CEO
一般社団法人日本の未来構築研究機構 代表理事
株式会社サーラコーポレーション 社外取締役

取 締 役 残 間 里 江 子
株式会社キャンディッドプロデュース 代表取締役社長
株式会社オープンアップグループ 社外取締役（監査等
委員）

取 締 役
（常勤監査等委員） 戸 津 井 久 仁

取 締 役
（監 査 等 委 員） 新 川 大 祐

北斗税理士法人 代表社員
倉敷紡績株式会社 社外取締役（監査等委員）
大関株式会社 監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 野 村 祥 子

堂島法律事務所 パートナー弁護士
大阪大学大学院高等司法研究科 招へい教授
株式会社ビーアンドピー 社外取締役（監査等委員）
株式会社神戸物産 社外取締役（監査等委員）
シノブフーズ株式会社 社外監査役

（注）１．取締役 一柳良雄、残間里江子、新川大祐、野村祥子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの情報収集およ

び重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とするため、
戸津井久仁氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３．各社外取締役の兼職先と当社との間に特別の関係はありません。
４．監査等委員 戸津井久仁氏は、経理財務部門の経験が長く、また監査等委員 新川大祐氏は、公認会計士、

税理士の資格を有しており、両氏とも財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．取締役 一柳良雄、残間里江子、新川大祐、野村祥子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、届け出ております。
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（2）当事業年度中の取締役の異動
2024年６月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって、取締役 南木隆氏は任

期満了により退任いたしました。

（3）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条第１項に規

定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役および執行役員、ならびに当社子会社の取締役を被保険者とし

て会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
しており、保険料については当社および当社の子会社が全額負担しております。
当該保険契約は、被保険者である役員がその地位に基づいて行った行為（不作為を含

む。）に起因して損害賠償請求がなされた場合における損害賠償金および争訟費用等を補
填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為または詐欺行為等に起因する損害を
対象外とするなど一定の免責事項を定めているほか、免責金額の定めを設けております。
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（5）当事業年度に係る取締役の報酬等
①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
関する事項

ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
適正な水準の取締役報酬と取締役が業績ならびに企業価値向上への貢献意欲を高める

報酬体系を構築するため、2021年２月26日開催の取締役会において取締役の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を決議いたしました。

イ．決定方針の内容の概要
【取締役報酬の基本方針】
１ 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を動機づける報酬内容とする
２ 各取締役の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する
３ 企業価値向上の実現に必要となる優秀な人材の確保に資するものとする
４ 株主と利益を共有する報酬体系とする

＜基本方針に係る内容＞
個人別の取締役の報酬については、他社水準を参考に各役位・役割や職責を踏まえた

適正な水準とし、優秀な人材の確保を図れる報酬水準を意識した報酬とします。
業務執行取締役のインセンティブを高めるため、基本報酬の他に業績連動賞与を採用

し、また、株主との価値の共有、中長期の企業価値向上に対するインセンティブとして
機能するよう、株式報酬型ストックオプションを付与します。

【取締役の報酬構成】
業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績連動賞与」、「株式報酬型ストックオプシ

ョン」で構成します。
報酬の構成比率について、業績連動賞与は不支給の場合もありますが、原則として基

本報酬を上回らないものとし、また株式報酬型ストックオプションは、標準の場合で基
本報酬の10〜20％程度とします。
（基本報酬：業績連動賞与：株式報酬型ストックオプション＝1：0〜1：0.1〜0.2）

＜基本報酬＞
基本報酬については、月例の固定報酬とし、取締役としての責務、役位等に応じて他

社水準、当社の業績等も考慮の上決定しますが、業務執行取締役については、前期の個
人別の業績評価も反映して当期の支給額を決定します。



26

＜業績連動賞与＞
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績連動賞与をとりいれていま

す。業績指標の目標として定量的な指標では、連結営業利益および親会社株主に帰属す
る当期純利益を掲げ、また定性的な目標としては中期経営計画に対する担当領域におけ
る経営課題、個人課題等に対する当該事業年度における取り組みへの達成度合いに応じ
て算出された額を業績連動賞与として、毎年事業年度終了後３か月以内に支給すること
としています。
業績指標として連結営業利益を選定した理由は、営業実績として事業に直結する利益

であり、また親会社株主に帰属する当期純利益については、事業年度の最終利益として、
業績連動賞与の原資となる利益であるためです。
業績連動賞与の額の算定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益の１％を基準額と

して、役位別支給割合にて按分計算を行い、各役位別の標準支給額を算定するとともに、
指名・報酬委員会において各取締役の業績の評価を行い、その評価を標準支給額に反映
（変動幅：０〜150％、標準：100％）して計算します。

当事業年度を含む連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の推移は１．（５）
財産および損益の状況の推移に記載のとおりであります。

＜株式報酬型ストックオプション＞
株主との価値の共有、中長期の企業価値向上に対するインセンティブ報酬として、株

式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与します。付与にあたっては、役位別
標準個数に対して前期の業績評価を反映して、当期の付与個数を決定し、毎年定時株主
総会終了後すみやかに付与することとしています。
当事業年度に係る付与状況は、下記に記載のとおりです。

名称
(発行決議日) 保有者数 新株予約権

の数
目的となる株式
の種類及び数

新株予約権
の払込金額

新株予約権
の行使価額 行使期間 行使

条件

第9回新株予約権
(2024年6月26日)

取締役
(監査等委員
及び社外取締
役を除く。)

2名

8個 当社普通株式
800株

１株当たり
1,619円

１株当たり
１円

2024年7月18
日から2054年
7月17日まで

（注）

（注）新株予約権の行使条件は、次のとおりであります。
（１）新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株

予約権を行使することができます。
（２）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
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取締役の報酬決定にあたっては、その透明性と客観性を高めるため、社外取締役を委
員長とする指名・報酬委員会において審議を行い、その答申を受けて取締役会の決議に
より決定します。
なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしてい

ます。

ウ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取
締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会において決定方針との

整合性を含めた確認を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針
に沿うものであると判断しております。

②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額として、2020年６月25

日開催の第59回定時株主総会において、年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額
50百万円以内）の固定報酬枠と別枠にて当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利
益の２％以内の業績連動型の変動報酬枠（社外取締役を除く。）を決議しております。な
お、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして
います。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数
は８名（うち社外取締役は２名）です。また、上記とは別枠で2021年６月25日開催の
第60回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）に関する
報酬等の額を年額100百万円以内（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）と決
議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役、社外
取締役を除く。）の員数は６名です。
当社監査等委員である取締役の報酬等の額として、2020年６月25日開催の第59回定

時株主総会において、年額80百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時
点の監査等委員である取締役の員数は３名です。
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③取締役の報酬等の額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員である取
締役を除く。）

（うち社外取締役）
83
(17)

82
(17)

ー
(ー)

1
(ー)

6
(2)

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

29
(15)

29
(15)

ー
(ー)

ー
(ー)

3
(2)

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まれておりません。

２．上記取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数には、2024年６月26日開催の第63回定時株主
総会の終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。

３．非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用
計上額であります。

４．当事業年度における厳しい事業実績に対する経営責任を明確にするため、2024年10月より役員報酬の
減額（代表取締役は役員報酬月額の30％、取締役（社外取締役を除く。）は同20％を減額、また監査等
委員である取締役（社外取締役を除く。）については報酬月額の10％を自主返上）を実施いたしました。
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（6）社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役 一 柳 良 雄

当事業年度においては、12回開催された取締役会のすべてに出席し、
主に企業経営者の立場から経営全般にわたる幅広い見識、経験をもとに
発言を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委
員会の委員長を務め、当事業年度開催の指名・報酬委員会のすべて（３
回）に出席するなどにより、独立した客観的立場から、幅広い経営的視
点からの助言および業務執行の監督等の役割を果たしております。

社外取締役 残 間 里江子

当事業年度においては、12回開催された取締役会のすべてに出席し、
主に企業経営者の立場から経営全般にわたる幅広い見識、経験をもとに
発言を行っております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委
員会の委員を務め、当事業年度開催の指名・報酬委員会のすべて（３
回）に出席するなどにより、独立した客観的立場から、幅広い経営的視
点からの助言および業務執行の監督等の役割を果たしております。

社外取締役
（監査等委員） 新 川 大 祐

当事業年度においては、12回開催された取締役会のすべてに出席し、
また、13回開催された監査等委員会のすべてに出席し、主に公認会計
士、税理士としての専門的見地から発言を行っております。業務執行に
対する独立した立場から、当社経営の健全性および透明性を確保し、監
査・監督等の役割を果たしております。

社外取締役
（監査等委員） 野 村 祥 子

当事業年度においては、12回開催された取締役会のすべてに出席し、
また、13回開催された監査等委員会のすべてに出席し、主に弁護士と
しての専門的見地から発言を行っております。業務執行に対する独立し
た立場から、当社経営の健全性および透明性を確保し、監査・監督等の
役割を果たしております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告に記載されている金額および株式数については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 74,205 流 動 負 債 17,632
現 金 及 び 預 金 14,129 買 掛 金 1,475
受 取 手 形 14,654 電 子 記 録 債 務 587
売 掛 金 20,687 短 期 借 入 金 8,800
棚 卸 資 産 24,982 リ ー ス 債 務 511
そ の 他 1,364 未 払 法 人 税 等 206
貸 倒 引 当 金 △1,612 契 約 負 債 1,536

固 定 資 産 25,200 賞 与 引 当 金 1,135
有 形 固 定 資 産 14,186 製 品 保 証 引 当 金 292
建 物 及 び 構 築 物 5,709 債務保証損失引当金 38
機械装置及び運搬具 658 そ の 他 3,047
工 具 器 具 備 品 911 固 定 負 債 4,032
土 地 6,397 リ ー ス 債 務 670
リ ー ス 資 産 456 再評価に係る繰延税金負債 18
建 設 仮 勘 定 51 繰 延 税 金 負 債 1,081

無 形 固 定 資 産 78 退職給付に係る負債 2,016
ソ フ ト ウ ェ ア 44 そ の 他 246
そ の 他 34 負 債 合 計 21,665

投 資 そ の 他 の 資 産 10,936 純 資 産 の 部
投 資 有 価 証 券 6,115 株 主 資 本 65,983
繰 延 税 金 資 産 303 資 本 金 14,859
退職給付に係る資産 1,225 資 本 剰 余 金 23,420
破 産 更 生 債 権 等 11,335 利 益 剰 余 金 31,615
そ の 他 1,425 自 己 株 式 △3,912
貸 倒 引 当 金 △9,468 その他の包括利益累計額 11,718

その他有価証券評価差額金 2,542
土 地 再 評 価 差 額 金 33
為 替 換 算 調 整 勘 定 9,781
退職給付に係る調整累計額 △638

新 株 予 約 権 13
非 支 配 株 主 持 分 25

純 資 産 合 計 77,740
資 産 合 計 99,405 負債及び純資産合計 99,405

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(20242025

年
年
４
３
月
月

１
31

日から
日まで) （単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 32,520
売 上 原 価 23,886
売 上 総 利 益 8,633

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 20,548
営 業 損 失 11,914

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 908
そ の 他 225 1,133

営 業 外 費 用
支 払 利 息 48
為 替 差 損 611
そ の 他 41 701

経 常 損 失 11,481
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 51
投 資 有 価 証 券 評 価 損 439
減 損 損 失 1,495
製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 292 2,278

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 13,760
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 232
法 人 税 等 調 整 額 280 512
当 期 純 損 失 14,272
非支配株主に帰属する当期純利益 2
親会社株主に帰属する当期純損失 14,275

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 42,720 流 動 負 債 26,227
現 金 及 び 預 金 3,050 買 掛 金 2,003
受 取 手 形 14,126 電 子 記 録 債 務 587
売 掛 金 4,883 短 期 借 入 金 17,649
製 品 9,010 リ ー ス 債 務 263
材 料 10,146 未 払 金 2,102
仕 掛 品 608 未 払 費 用 365
貯 蔵 品 211 未 払 法 人 税 等 98
そ の 他 1,100 契 約 負 債 1,682
貸 倒 引 当 金 △416 賞 与 引 当 金 999

固 定 資 産 45,414 製 品 保 証 引 当 金 292
有 形 固 定 資 産 12,121 債務保証損失引当金 38
建 物 4,773 そ の 他 144
構 築 物 62 固 定 負 債 2,695
機 械 装 置 286 リ ー ス 債 務 315
車 輌 運 搬 具 0 再評価に係る繰延税金負債 18
工 具 器 具 備 品 840 退 職 給 付 引 当 金 1,124
土 地 6,027 繰 延 税 金 負 債 993
リ ー ス 資 産 91 そ の 他 243
建 設 仮 勘 定 39 負 債 合 計 28,923

無 形 固 定 資 産 61 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ エ ア 29 株 主 資 本 56,786
そ の 他 32 資 本 金 14,859

投 資 そ の 他 の 資 産 33,231 資 本 剰 余 金 23,420
投 資 有 価 証 券 5,466 資 本 準 備 金 21,724
関 係 会 社 株 式 23,545 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,696
長 期 貸 付 金 3,777 利 益 剰 余 金 22,417
長 期 前 払 費 用 101 利 益 準 備 金 2,124
前 払 年 金 費 用 1,044 そ の 他 利 益 剰 余 金 20,293
そ の 他 2,086 研 究 開 発 積 立 金 12,839
貸 倒 引 当 金 △2,790 固定資産圧縮積立金 48

別 途 積 立 金 8,222
繰 越 利 益 剰 余 金 △816

自 己 株 式 △3,912
評価・換算差額等 2,413
その他有価証券評価差額金 2,379
土 地 再 評 価 差 額 金 33

新 株 予 約 権 13
純 資 産 合 計 59,212

資 産 合 計 88,135 負債及び純資産合計 88,135
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(20242025

年
年
４
３
月
月

１
31

日から
日まで) （単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 25,873
売 上 原 価 21,518
売 上 総 利 益 4,355

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,468
営 業 損 失 7,113

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 650
そ の 他 336 987

営 業 外 費 用
支 払 利 息 454
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 521
為 替 差 損 426
そ の 他 66 1,469

経 常 損 失 7,595
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 48
投 資 有 価 証 券 評 価 損 439
減 損 損 失 1,324
製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 292 2,105

税 引 前 当 期 純 損 失 9,700
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 16
法 人 税 等 調 整 額 13 29
当 期 純 損 失 9,729

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月19日
株式会社島精機製作所
取 締 役 会 御 中

大 手 前 監 査 法 人
大阪府大阪市
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 古 谷 一 郎
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 橋 口 健 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社島精機製作所の2024年４月１日から2025年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社島精機製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月19日
株式会社島精機製作所
取 締 役 会 御 中

大 手 前 監 査 法 人
大阪府大阪市
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 古 谷 一 郎
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 橋 口 健 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社島精機製作所の2024年４月１日から2025年

３月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計

算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明するこ
とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第64期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、下記の方法で監査を実施いたしまし
た。
①監査等委員会が定めた監査等委員会規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制
部門及びその他の関係部門と連携の上、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、重要な会
議に出席し、意思決定の過程及び内容を確認し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人大手前監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人大手前監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月23日

株式会社島精機製作所 監査等委員会 常勤監査等委員 戸津井 久 仁 ㊞
監査等委員 新 川 大 祐 ㊞
監査等委員 野 村 祥 子 ㊞

（注）監査等委員 新川大祐及び野村祥子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であり
ます。

以 上
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